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中標津町　橋梁長寿命化修繕計画 

（令和 8年 5月 改訂版）
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（１）中標津町の橋梁および長寿命化修繕計画の目的について 
１）中標津町の橋梁について 

中標津町が管理する道路橋は現在 113 橋で、建設後 50 年を経過した老朽化橋梁は

2024 年時点で 17 橋である。 
しかし、6 年後の 2030 年には 45 橋、割合が 40%となり、2040 年で 86％と、急激に

老朽化が進行する。 
今後、これらの老朽化橋梁が一斉に更新時期を迎えるため、財政的負担が膨大となり、

効率的・効果的な維持管理の継続が極めて困難となることが予想される。 
 

 
 

２）橋梁長寿命化修繕計画の目的について 

中標津町では、老朽化橋梁の増大に対応するため、対症療法的な修繕や架け替えから

長寿命化修繕計画に基づく予防保全（計画的な修繕・架け替え）へと政策転換を図って

いる。これにより、橋梁の長寿命化および修繕・架け替えに係わるコスト縮減を図り、

地域の道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的とする。 
 
（２）長寿命化修繕計画の対象橋梁について 
 

 

 　 市道１級 市道２級 市道その他 合計

 橋梁数 37 橋 46 橋 30 橋 113 橋
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（３）健全度の把握に関する基本的方針について 
 
健全度の把握については、橋梁の併用年数や立地条件等を十分考慮して日常点検を実

施するとともに、『北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）（平成 31 年 3 月　北海道道

路メンテナンス会議）』に基づいて 5 年毎に定期点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把

握する。 
定期点検では、下記の表をもとに部材単位の健全性の診断と橋梁毎の健全性の診断を

行う。 
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（４）日常的な維持管理に関する基本方針について 
 
日常的な維持管理に関する基本的な方針について 
損傷に対する日常の地道な対応が橋梁の長寿命化に大きな影響を及ぼすことから、比

較的容易に対応が可能な漏水や滞水の防止対策等は日常の維持作業で措置するものと

する。 
具体的には、排水桝の土砂詰まりの除去や沓座の土砂堆積の除去等を実施する。 

 
１）日常点検について 

路線毎および劣化状況に応じて月 1 回～年 1 回程度の頻度で、道路パトロールによ

る車上からの目視点検を行うものとする。 
点検の際には、写真撮影を行い、点検結果とともに保管しておき、後に行われる定期

点検の資料とする。 
日常点検にて発見した損傷箇所等はその度合いにより、応急や修繕を行い、軽度なも

のについては経過観察することとして、その旨を点検結果に記載する。 
 
また、中標津町では、中標津建設業協会の

ボランティアにより、町管理全橋梁に対して

の保守点検が毎年行われている。この点検成

果を参考に、５年毎の定期点検以外でも橋梁

の状況について定期的に把握し、適切な維持

管理に努めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年 10 月 22 日　北海道新聞 
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２）維持管理方法等について 

・ 清掃や局部塗装について 
排水桝の土砂詰まりや沓座の土砂堆積を早期に発見し、除去することで漏水・滞水に

起因する部材劣化を防止し、局部的な塗装により早期劣化部位の腐食を防止することで

橋梁の延命化を図る。 
 
・ 凍結防止剤散布に対する対応について 
毎年、凍結防止剤の散布を行う道路区間にある橋梁は、損傷の進行度が速いことが予

想されることから、日常的な維持管理において重要視する必要があると考えられる。 
 
・ 支承周辺の清掃について 
支承周辺は、桁端から雨水の浸入や土砂堆積等により、損傷が生じやすい部位である。 
支承部の機能低下は、他の部材への影響が懸念されるため、日常の維持管理において

重要視する必要があると考えられる。 
 
（５）対象橋梁の長寿命化および修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基

本的な方針について 
 
健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに、予防的な修繕

実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係わる事業費の大規模化および高コスト

化を回避し、ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、次の点に留意して修繕計画

を実施する。 
 

・ 橋梁の健全度が優良である橋梁や部材に損傷が認められるが、車両の通行に支障が無い

軽微な損傷の橋梁は、道路管理者の判断により次回点検時にあらためて補修を検討する。 
 

・ 損傷が認められる橋梁に対しては、道路パトロールにより損傷部材の劣化状況を経過観

察することとし、劣化の著しい進行が認められた場合は、橋梁の詳細点検を実施する。 
 
・ 点検の結果、車両の安全な通行に支障をきたす恐れがあると判明した場合は、安全確保

のために通行規制や重量制限等の措置を講ずる。 
 
・ 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握および損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計

画を見直すこととし、橋梁の補修や架け替え等の必要な対策を講ずることとする。 
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（６）長寿命化修繕計画による効果について 
 
損傷が深刻化してから大規模な修繕を実施する対症療法型の維持管理から、定期的な

点検を実施して損傷状況を把握・予測したうえで適切な時期に早期予防保全的な修繕を

実施することで、橋梁の長寿命化が図られコスト縮減に繋がる。 
橋梁点検により現状を把握しながら適切な修繕工事を実施することで、橋梁の安全性

が確保され、道路網の信頼性が確保できる。 
路線の重要度に応じた維持管理を実施する（例えば、市街地における橋梁など）こと

で、限られた予算の中で効率的・効果的な維持管理を行うことができる。 
特定の時期に維持管理費を集中させないことで、限られた予算を有効に活用できる。 

【BMS による中長期補修予算シミュレーション結果】 
 

60 年間の投資額累計は、大規模補修・更新のシナリオにおいては約 178 億円の予算

が必要になるのに対して、予防保全のシナリオにおいては約 80 億円となる。 
コスト縮減として約 98 億円（約 55％）が見込まれる。 

 
１年当たりのコスト縮減額　：　98 億円　÷　 60 年 ＝ 1.63 億円/年 
１橋当たりのコスト縮減額　：　98 億円　÷　113 橋 ＝ 0.87 億円/年 

 
 

 

 

　※LCC 最小ケースは橋梁ごとに予防保全、事後保全、大規模補修・更新のもっとも

安価なケースを採用して算出される。  

大規模修繕・更新 
約 178 億円

予防保全シナリオ 
約 80 億円

約 110 億円 
コスト縮減
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（７）橋梁点検における費用縮減および技術の活用方針 
１）橋梁点検における新技術の活用について 

中標津町では令和 4 年度以降新たに実施する橋梁点検の際、橋梁点検車および高所作

業車を使用して近接目視点検を実施している橋梁に対して、新技術情報提供システム

（NETIS）や点検支援技術性能カタログなどを参考に、修繕や点検等に係る新技術等の

活用の検討を行っている。 
カメラを搭載したドローンによる点検を行うことで、従来の点検と比べ点検作業に係

る費用の削減や作業効率の上昇が可能か検討を行うものである。また、合わせてデジタ

ル技術など点検支援技術の導入により、点検結果の蓄積の効率化や劣化予測の精度を高

めるなどの効果が期待できるため、総合的に判断し点検方法を決定する。 
令和 10 年度までに管理する 113 橋すべてについて、費用の縮減や事業の効率化等の

効果が見込まれる新技術等の活用を検討した結果、ドローンによる点検が採用可能な橋

梁 8 橋を従来点検から新技術に切り替えを行う。１巡あたり、従来点検（橋梁点検車）

採用橋梁の点検費用のうち約 20％、58 万円程度のコスト縮減を目標とする。 
 
 
・ドローンによる点検状況 
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・点検における新技術の適用基準 
新技術の活用の可否について検討した結果、現橋周辺状況や損傷度から、管理橋梁

113 橋のうち 8 橋（17 径間）が適用可能と判断されるため、現地調査のコスト面から

縮減効果について検討する。  

START

YES

YES

YES

YES

YES

新技術の適用 
（ドローン点検）

従来工法の適用 
（梯子・脚立）

従来工法の適用 
（橋梁点検車）

一度以上近接目視点検を 
実施済みである

第三者被害（打音調査）の 
点検対象外の橋梁である

前回点検の健全度評価において、 
『道路橋の機能に支障が生じていない』と評価できる 

（健全度Ⅰ）

桁下高４ｍ以上か？

NONO

NO

ドローン作業員は徒歩での 
桁下面（河床面）へのアクセスが可能か？ 

（橋面からの操作は不可）

NO

（※桁下高４ｍ以上）

NO

（※桁下高４ｍ未満）

YES

NO
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・新技術による点検と従来方法による点検の概算比較検討 
従来工法（橋梁点検車） 

橋梁点検車の運転日数は現橋調査歩掛において 0.5 人工／径間のため、日作業量を 2
径間／日とし、安全費・規制機材等を考慮する。 

新技術（ドローン点検） 
ドローン点検の日当たり作業量について、試験実績および点検業者見積より 800m2

／日程度が点検可能面積と設定する。 
従来工法による作業量は標準歩掛から 600m2／日程度となるため、新技術の日当た

り作業量を以下とする。 
ドローン施工面積／橋梁点検車施工面積×従来工法作業量 
＝　800÷600×2　＝　2.5 径間 

 

 

 
対象橋梁施工単価 
橋梁点検車（従来）330,900 × 17 径間 ／ 　2 径間 ＝2,812,650 

ドローン（新技術）329,000 × 17 径間 ／ 2.5 径間 ＝2,237,200 

※比較施工単価は、橋種や径間長による補正は考慮していない 
 
以上より、対象橋梁 5 橋において新技術を活用することで、対象橋梁で約 20％、58 万円程度

のコスト縮減が見込める。  

名称 単位 数量 単価 金額 備考
現橋調査 径間 2 51,200 102,400
橋梁点検車 日 1 186,700 186,700
交通誘導警備員B 人 2 13,400 26,800
規制機材 日 1 15,000 15,000

330,900

名称 単位 数量 単価 金額 備考
現橋調査 径間 2.5 51,200 128,000
ドローン運転 日 1 201,000 201,000
交通誘導警備員B 人 - 13,400 -
規制機材 日 - 15,000 -

329,000

ドローン（新技術）日当たり施工単価

橋梁点検車（従来）日当たり施工単価

合計

合計
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２）橋梁補修における新技術の活用について 

今後補修設計を行う予定のすべての橋梁（R5 年計画策定時から 10 年間で 18 橋を予

定）に対して、補修工法の選定の際には、従来の工法だけでなく、NETIS 等に登録の

ある新工法・新材料について積極的に検討し採用する。 
補修工法・材料の選定の際は、初期コストのみでなくライフサイクルコストを考慮し

て将来的な維持管理や経済性において有利なものを選定する。また選定時は、補修のみ

でなく劣化要因の抑制をはかることができる工法・材料を積極的に採用する。 
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（８）橋梁の集約化・撤去について 
迂回路が存在し、橋梁の重要度が特に低い橋梁において、橋梁の健全性に大きな問

題が生じた際には、廃止・統合を含めた検討を行う。維持管理区分 C の橋梁 36 橋を

対象として、橋梁周辺の利用状況の変化も考慮し集約化・撤去の検討を行うこととす

る。集約化・撤去を行うことで、点検・修繕・更新等に係る中長期的な維持管理費用

の約１割程度の縮減を図る。（※維持管理区分の設定については次頁参照） 
中標津町では令和 10 年度までに、維持管理区分 C の橋梁のうち利用頻度の低い１

橋を撤去し、橋梁の集約化をはかり、維持管理費用約 50 万円を縮減することを目標

とする。 
 
 

（９）費用の縮減について 
中標津町で行っている橋梁点検業務の委託について、地域一括発注とすることで委

託費の縮減を図る。地域一括発注とすることで、橋梁点検車回送費、旅費交通費、諸

経費等の縮減が可能となる。今後の定期点検において、すべての橋梁を一括発注とす

ることで、点検委託費用の約１割の縮減を図る。 
過年度の点検業務の実績から、地域一括発注を行うことで 1 橋あたり平均約 5 万

円のコスト縮減が見込める。地域一括発注により、令和 10 年度までに 113 橋で約

5,650,000 円の縮減を目標とする。通常の点検委託費に対して約 1 割のコスト縮減と

なる。 
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（１０）橋梁の優先順位について 
橋梁の修繕の検討は、『市町村版橋梁長寿命化修繕計画策定の手引き（案）（平成 25

年 3 月一部改訂）（(財)北海道建設技術センター）』に基づき進めていったが、修繕の順

位を決定する指標のひとつとして、橋梁架設からの経過年数、損傷部の度合い、その橋

梁の地域的特性や役割などから総合的に判断して維持管理区分を決定した。 
維持管理区分の基準として以下の表を作成し、これをもとに維持管理区分を決定した。 

 

 

※1　住民の日常生活を支える道路は、除雪路線＋除雪路線以外の集乳道路・孤立集

落につながる道路。 
 

 維持

管理

区分

定義 内容

グループ

 

A

＜予防維持管理＞ 
・劣化が顕在化した後では対策が困

難なもの。 
・劣化が外へ表れては困るもの。 
・設計耐用期間が長いもの。

・第三者被害を及ぼす可能性のある

橋梁
①

 ・緊急輸送路（歩道橋を除く） 
・DID 地区（歩道橋を除く） 
・橋長 100m 以上（歩道橋を除く）

②

 ・住民の命に関わる施設へつながる

道路（病院、生命を支えるインフラ施

設への道路）

③

 

B

＜事後維持管理＞ 
・劣化が外に表れてからでも対策が

可能なもの。 
・劣化が表へ表れても機能に影響し

ないもの。

・維持管理区分 A 以外で橋長 15m 以

上 
・住民の日常生活を支える道路 ※1 

  

④

 

C

＜観察維持管理＞ 
・使用できるだけ使用すればよいも

の。

・維持管理区分 A 以外で橋長 15m 未

満の道路 
・第三者被害をおよぼす可能性のな

い歩道橋

⑤
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（１１）修繕の期間および対象の橋梁について 
 
過年度点検結果から補修が必要と考えられる橋梁を抽出し、今後 10 年間（2024 年～

2033 年）で補修または架け替え等を行うこととして計画を策定した。橋梁の選定は、

橋梁の健全度と橋梁や路線の重要度を勘案して決定することとし、中標津町においては、

次に記載した項目および表に合致した順位で行う。 
 
・早急に補修や更新が必要な橋梁 
・おおむね 10 年以内に補修が必要となる橋梁 
・予防的な意味合いから老朽化を緩和するために補修を行うべき重要な役割を担っ

ている橋梁 
 
以上の条件に該当する 18 橋を対象とした。 
対象橋梁については、別紙計画一覧表に記載する。 

 
今後 10 年間に補修を行う橋梁の優先順位表 
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（１２）対象橋梁ごとのおおむねの次回点検時期および修繕時期と、その内容

について 
 
別紙【様式 1-2】による。 

 
令和 8 年 5 月　令和 7 年度点検結果を踏まえた内容の更新 

（１３）計画策定担当部署について 
 
・計画策定担当部署 
　北海道　中標津町　建設水道部　管理課　　　　TEL 0153-74-0930 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 0153-73-5333 


